
原薬から製剤まで 医薬品のダイト

第８１回

定時株主総会
招集ご通知

目 次

第８１回定時株主総会招集ご通知…… 1
株主総会参考書類……………………… 5

事業報告………………………………… 15
連結計算書類…………………………… 34
計算書類………………………………… 36
監査報告………………………………… 38

　

開催日時

開催場所

決議事項

２０２３年８月２９日（火曜日）
午前１０時３０分（受付開始 午前９時３０分）

富山市大手町１番２号
富山国際会議場　２階　多目的会議室

第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を
　　　　　　除く）4名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役4名選任の件

議決権の行使につきましては、「書面（郵送）」または「インターネッ
ト等」により事前に行使いただく方法もございますので、あわせてご検
討ください。なお、ご出席の株主様へのお土産のご用意はございませ
ん。何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。

　

　　　　　ダイト株式会社
　　　　　証券コード：４５７７



証券コード　4577
２０２３年８月４日

株 主 各 位
富 山 市 八 日 町 3 2 6 番 地
ダ イ ト 株 式 会 社
代表取締役社長 大津賀　保信

https://www.daitonet.co.jp/ir/agm.html

https://d.sokai.jp/4577/teiji/

https://www2.jpx.co.jp/tseHpFront/JJK010010Action.do?Show=Show

第81回定時株主総会招集ご通知
拝啓　平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
　さて、当社第81回定時株主総会を下記により開催いたしますので、ご通知申しあげます。

　本株主総会の招集に際しては、株主総会参考書類等の内容である情報（電子提供措置事項）につい
て電子提供措置をとっており、インターネット上の以下の各ウェブサイトに掲載しておりますので、
いずれかのウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認くださいますようお願い申しあげます。

【当社ウェブサイト】

【株主総会資料　掲載ウェブサイト】

【東京証券取引所ウェブサイト（東証上場会社情報サービス）】

（上記の東証ウェブサイトにアクセスいただき、「銘柄名（会社名）」に「ダイト」又は「コード」
に当社証券コード「4577」を入力・検索し、「基本情報」「縦覧書類／PR情報」を順に選択し
て、「縦覧書類」にある「株主総会招集通知／株主総会資料」欄よりご確認ください。）

　なお、当日ご出席されない場合は、3ページに記載の「議決権行使のご案内」のとおり、書面（郵
送）または電磁的方法（インターネット等）により議決権を行使することができますので、お手数な
がら株主総会参考書類をご検討くださいまして、２０２３年８月２８日（月曜日）午後５時２０分ま
でに議決権を行使いただきたくお願い申しあげます。

敬　具
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１．日 時 2023年８月２９日（火曜日）午前10時30分（受付開始 午前９時30分）
２．場 所 富山市大手町１番２号

富山国際会議場　２階　多目的会議室
３．目 的 事 項

報 告 事 項 １. 第81期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）事業報告、連結計算書
類並びに会計監査人及び監査等委員会の連結計算書類監査結果報告の件

２. 第81期（2022年６月１日から2023年５月31日まで）計算書類報告の件
決 議 事 項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件

４．招集にあたっての決定事項

記

◎当日ご出席の際は、お手数ながら議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。
◎会社法改正により、電子提供措置事項について上記の各ウェブサイトにアクセスのうえ、ご確認い
ただくことを原則とし、基準日までに書面交付請求をいただいた株主様に限り、書面でお送りするこ
ととなりましたが、本株主総会においては、書面交付請求の有無にかかわらず、一律に電子提供措置
事項を記載した書面をお送りいたします。
なお、電子提供措置事項のうち、次の事項につきましては、法令及び当社定款第17条の規定に基づ
き、お送りする書面には記載しておりません。

①　事業報告の「業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況の概要」
②　連結計算書類の「連結株主資本等変動計算書」「連結注記表」
③　計算書類の「株主資本等変動計算書」「個別注記表」

したがいまして、当該書面に記載している事業報告、連結計算書類及び計算書類は、会計監査人が会
計監査報告を、監査等委員会が監査報告を作成するに際して監査をした対象書類の一部であります。
◎電子提供措置事項に修正が生じた場合は、上記インターネット上の各ウェブサイトにおいて、その
旨、修正前及び修正後の事項を掲載いたします。
◎書面（郵送）により議決権を行使された場合の議決権行使書において、議案に対する賛否の表示が
ない場合は、賛成の表示があったものとしてお取り扱いいたします。

以　上

－ 2 －



議決権行使のご案内
株主総会における議決権は、株主の皆さまの大切な権利です。
後記の株主総会参考書類をご検討のうえ、議決権を行使してくださいますようお願い申しあ
げます。
議決権を行使する方法は、以下の３つの方法がございます。

株主総会に
ご出席する方法

書面（郵送）で議決権を
行使する方法

インターネット等で議決権
を行使する方法

当日ご出席の際は、お手数ながら、
議決権行使書用紙を会場受付へご提
出ください。

議決権行使書用紙に各議案の賛否を
ご表示のうえ、ご返送ください。

次ページの案内に従って、各議案の
賛否をご入力ください。

株主総会開催日時 行使期限 行使期限

2023年８月29日（火曜日）
午前10時30分

（9時30分受付開始）

2023年８月28日（月曜日）
午後５時20分到着分まで

2023年８月28日（月曜日）
午後５時20分入力完了分まで

議決権行使書用紙のご記入方法のご案内
こちらに各議案の賛否をご記入ください。議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

第１号・第２号議案

◦ 全員賛成の場合 「賛」の欄に〇印
◦ 全員反対する場合 「否」の欄に〇印
◦ 一部の候補者を反対する場合

「賛」の欄に〇印をし、反対する
候補者の番号をご記入ください。

書面（郵送）及びインターネット等の両方で議決権行使をされた場合は、インターネット等による議決権行使を有効な議決権行使としてお取り
扱いいたします。また、インターネット等により複数回、議決権行使をされた場合は、最後に行われたものを有効な議決権行使としてお取り扱
いいたします。
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インターネット等による議決権行使のご案内
QRコードを読み取る方法

「スマート行使」
議決権行使コード・パスワードを

入力する方法

三井住友信託銀行　証券代行ウェブサポート 専用ダイヤル
電話番号：0120－652－031（フリーダイヤル）

（受付時間　午前９時～午後９時）

インターネット等による議決権行使で
パソコンやスマートフォンの操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

議決権行使
ウェブサイト https://www.web54.net

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。4

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください。1

議決権行使書用紙に記載された
「パスワード」をご入力ください。

3

議決権行使書用紙に記載された
「議決権行使コード」をご入力ください。

2

「議決権行使コード」
を入力

「ログイン」を
クリック

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください。2

「スマート行使」での議決権行使は１回に限り可能です。
議決権行使後に行使内容を変更する場合は、お手数ですがPC向けサイ
トへアクセスし、議決権行使書用紙に記載の「議決権行使コード」・「パ
スワード」を入力してログインし、再度議決権行使をお願いいたします。
※QRコードを再度読み取っていただくと、PC向けサイトへ遷移できます。

議決権行使書用紙右下に記載のQRコード®を読み取ってください。1
議 決 権 行 使 書

御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

議 決 権 行 使 書
御中

株主番号　○○○○○○○○ 　議決権の数 XX 個

スマートフォン用
議決権行使
ウェブサイト
ログインQRコード

1.　

2.

3.

4.　

○○○○○○○

（
切
取
線
）

○○○○

○○○○○○○

××××年　×月××日

※「QRコード」は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

「議決権行使コード」及び「パスワード」を入力することなく議決
権行使ウェブサイトにログインすることができます。

「次へすすむ」を
クリック

「パスワード」
を入力
実際にご使用になる
新しいパスワードを
設定してください

「登録」をクリック

その他のご照会は、以下の問い合わせ先にお願いいたします。
・証券会社に口座をお持ちの株主様
　お取引の証券会社あてにお問い合わせください。
・証券会社に口座のない株主様（特別口座の株主様）
三井住友信託銀行　証券代行部
電話番号：0120－782－031（フリーダイヤル）（受付時間　午前９時～午後５時　土日休日を除く）
機関投資家の皆さまは、株式会社ICJの運営する機関投資家向け議決権電子行使プラットフォームをご利用いただくことが可能です。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

お お つ が

大津賀　　　
や す の ぶ

保　信
（1950年10月30日生）

1975年    3 月 当社（旧　大東交易株式会社）入社
1984年    6 月 当社　営業企画部長
1986年    7 月 当社　取締役
2005年    6 月 当社　常務取締役
2007年    8 月 当社　取締役専務執行役員管理本部長
2010年    6 月 当社　取締役専務執行役員経営企画室長
2011年    8 月 当社　代表取締役副社長
2012年    8 月 当社　代表取締役社長（現任）
2022年    8 月 大和薬品工業株式会社　代表取締役社長

（現任）

［重要な兼職の状況］
大和薬品工業株式会社　代表取締役社長

332,369株

候補者とした理由
大津賀保信氏は、長年に亘り当社の経営を担っており、社業並びに経営全般に関する豊富な経験
と知見を有し、リーダーシップを発揮して経営を統括し、その職務を適切に遂行していることか
ら、引き続き選任をお願いするものであります。

株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く）４名選任の件
　取締役（監査等委員である取締役を除く。以下、本議案において同じ。）全員（４名）は、本総会
の終結の時をもって任期満了となります。つきましては、指名・報酬諮問委員会による審議答申を経
て、取締役会の決議に基づき、取締役４名の選任をお願いするものであります。

　取締役候補者は、次のとおりであります。

－ 5 －
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

【新　任】
ま つ も り

松　森　　　
ひ ろ し

浩　士
（1956年7月24日生）

    1982年    4 月 台糖ファイザー株式会社（現 ファイザー
株式会社）　入社

    1994年    4 月 同社　医薬マーケティング部　抗真菌剤
グループプロダクトマネージャー

    1996年    12月 同社　研究開発本部臨床開発統括部 臨床
開発部長(感染症系薬担当)

    2000年    5 月 同社　開発薬事統括部 統括部長 参事
    2004年    3 月 米国ファイザー社　La Jolla研究所出向　

Global Regulatory Leader
    2008年    9 月 ファイザー株式会社 執行役員 経営企画統

括部長
    2009年    3 月 同社　執行役員 コーポレートアフェアー

ズ・信頼性保証部門長兼総括製造販売責
任者

    2009年    12月 同社　取締役執行役員 エスタブリッシュ
医薬品事業部門長

    2013年    4 月 同社　取締役執行役員 エスタブリッシュ
医薬品事業アジアパシフィック地域戦略
担当　　バイスプレジデント（2013年
12月退任）

    2013年    12月 SBIバイオテック株式会社　代表取締役社
長（2014年9月退任）

    2014年    10月 松森ファーマコンサルティング　代表
    2016年    4 月 テバ製薬株式会社(現 武田テバファーマ株

式会社)　 CEO兼社長
    2017年    4 月 武田テバ薬品株式会社　CEO兼社長
    2021年    10月 武田テバファーマ株式会社　代表取締役

社長兼CEO（2023年4月退任）
    2021年    10月 武田テバ薬品株式会社　代表取締役社長 

兼CEO（2023年4月退任）
    2023年    7 月 当社　入社

13,000株

候補者とした理由
松森浩士氏は、長年製薬企業の研究開発業務や企業経営のトップとしての豊富な経験と見識を有
しております。こうした豊富な経験と見識を活かして、取締役としての職務を適切に遂行し、企
業価値向上に寄与できると判断し、新たに選任をお願いするものであります。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３

ひ  づ  め

日　詰　　　
か ず し げ

和　重
（1962年2月25日生）

    1985年    4 月 当社（旧　大東交易株式会社）　入社
    2001年    6 月 当社　原薬本部原料薬品部課長
    2006年    6 月 当社　製薬本部医療薬品部長兼原薬本部

原料薬品部長代理
    2009年    4 月 当社　製薬本部受託推進部長
    2010年    6 月 当社　原薬本部原料薬品部長
    2014年    6 月 当社　製薬本部医療薬品部長
    2016年    8 月 当社　執行役員製薬本部副本部長兼医療

薬品部長
    2018年    8 月 当社　取締役執行役員営業統括兼製薬本

部長
    2022年    6 月 当社　取締役常務執行役員営業統括兼製

薬本部長（現任）

［重要な兼職の状況］
大桐製薬（中国）有限責任公司　董事

19,178株

候補者とした理由
日詰和重氏は、当社で長年に亘る原薬事業及び製薬事業の営業部門での営業活動による豊富な業
務経験と幅広い専門知識を有しております。当社の取締役としての職務を適切に遂行し、企業価
値向上に貢献していることから、引き続き選任をお願いするものであります。

４

こ ま つ

小　松　　　
き み こ

紀美子
（1958年6月20日生）

    1980年    4 月 社会医療法人宏潤会　大同病院入職
    1996年    8 月 一般財団法人北陸予防医学協会入職
    2010年    10月 富山産業保健総合支援センター　産業保

健相談員、メンタルヘルス対策促進員
（現任）

    2020年    12月 マインドプラス富山　代表（現任）
    2022年    8 月 当社　社外取締役（現任）

［重要な兼職の状況］
マインドプラス富山　代表

0株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
小松紀美子氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、産業カウンセラーや公認心理師な
どの資格者として培ってきた豊富な知識、経験を活かし特に従業員の労務、総合的なメンタルヘ
ルス対策、よりよい職場環境構築などについて専門的で客観的な観点から当社の企業価値向上に
貢献頂くことを期待し、社外取締役候補者としています。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

（注）２．小松紀美子氏は社外取締役候補者であります。

（注）３．取締役候補者の指名の方針と手続き

　当社は、各候補者を決定するに際し、幅広い業務領域において各事業分野の経営に強みを発揮でき、
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かつ、経営管理に適した人材のバランスに配慮し、優れた人格、見識、高い倫理観を有している者をそ

の候補者といたします。

なお、取締役候補者の決定等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナ

ンスの充実を図るため、2021年12月9日に取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し

ており、取締役会は、候補者の決定について、同委員会による提言・提案を最大限尊重することとして

います。

　指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問を受けて、独立社外取締役の委員を議長として、会社

の業績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い指名・報酬諮問委員会において取

締役候補者を検討評価した結果を取締役会に答申し、取締役会で決定することとしております。

（注）４．監査等委員会の意見

　取締役（監査等委員である取締役を除く）の選任については、社外取締役である監査等委員を議長と

した指名・報酬諮問委員会において、会社の業績等の適正な評価を踏まえ、その適格性等について評価

した結果であり、会社法の規定に基づく株主総会での意見陳述すべき特段の事項はないと判断しており

ます。

（注）５．役員等賠償責任保険契約の内容の概要について

　　　　　当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を

保険会社との間で締結しており、当該契約を更新し継続する予定であります。各候補者が選任された

場合には各氏は当該契約の被保険者となります。当該契約の概要は、被保険者がその職務の執行に関

し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損害を

当該契約により保険会社が填補するものであります。

　　　　　なお、当該契約では、当該役員の違法行為等に起因して損害賠償責任が発生した場合及び当社が　　　　　

当該役員に対して損害賠責任を追及する場合等は保険金支払の対象外としており、また、填補する額　　　　　

について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため　　　　　

の措置を講じております。

（注）６．社外取締役との責任限定契約について

　　　　　当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、小松紀美子氏との間で、会社法第
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　　　　　427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しており、小松紀

　　　　　美子氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。なお、当該契約に基づく

　　　　　損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。

（注）７．小松紀美子氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たしております。当社は

　　　　　小松紀美子氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、再任が承認された場合、引

　　　　　き続き独立役員とする予定であります。

（注）８．小松紀美子氏は、現在、当社の社外取締役であり、その就任してからの年数は本総会終結の時をもっ

　　　　　て、１年であります。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

１

【新　任】
の む ら

埜　村　　　
ま す お

益　夫
（1952年11月5日生）

    1975年    4 月 立山アルミニウム工業株式会社（現　三
協立山株式会社）入社

    1997年    4 月 同社　人事部長
    1998年    10月 同社　経理部長
    2005年    4 月 三共立山ホールディングス株式会社（現　

三協立山株式会社）経営管理室部長
    2008年    10月 当社　入社
    2011年    6 月 当社　経営企画室部長
    2011年    8 月 当社　執行役員経営企画室長
    2016年    8 月 当社　執行役員管理本部長兼財務部長
    2018年    8 月 当社　常務執行役員管理本部長兼経営企

画室長
    2021年    9 月 当社　専務執行役員管理本部長兼経営企

画室長兼財務部長
    2022年    6 月 当社　専務執行役員管理本部長（現任）

［重要な兼職の状況］
大和薬品工業株式会社　監査役
大桐製薬（中国）有限責任公司　監事

1,100株

候補者とした理由
埜村益夫氏は、長年管理部門の業務に携わり、経営・財務・会計及び人事労務をはじめとする豊
富な経験、見識と当社の経営全般に関する幅広い知見を有しております。その経験や見識を活か
して、当社の監査等委員会における監査活動並びに客観的な視点から経営の健全性確保と企業価
値向上に寄与できると判断し、新たに選任をお願いするものであります。

第２号議案 監査等委員である取締役４名選任の件
　本総会の終結の時をもって、監査等委員である取締役全員４名が任期満了となります。つきまして
は、指名・報酬諮問委員会による審議答申を経て、取締役会の決議に基づき、監査等委員である取締
役４名の選任をお願いするものであります。
　なお、本議案につきましては、監査等委員会の同意を得ております。
　監査等委員である取締役候補者は、次のとおりであります。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

２

ほり

堀　　　
ひ と し

仁　志
（1953年7月27日生）

    1982年    8 月 公認会計士登録
    1985年    9 月 税理士登録
    1999年    2 月 当社　社外監査役
    2005年    2 月 日医工株式会社社外監査役
    2015年    8 月 当社　社外取締役監査等委員（現任）
    2020年    6 月 日医工株式会社社外取締役監査等委員

（2023年３月退任）
    2021年    6 月 監査法人銀河代表社員　富山事務所所長

（現任）

［重要な兼職の状況］
堀税理士法人　代表社員
監査法人銀河代表社員　富山事務所所長

16,445株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
堀仁志氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、公認会計士として培われた専門的な知
識、経験及び監査に関する豊富な見識を活かして当社の監査等委員会における監査活動並びに客
観的な視点から経営全般における助言をいただいております。今後もその豊富な知識や経験に基
づき当社経営に対する助言や監督を頂くことを期待し、引き続き監査等委員会の職責を遂行いた
だけると判断しております。
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候 補 者
番 号

氏 名
（ 生 年 月 日 ）

略 歴 、 当 社 に お け る 地 位 及 び 担 当
（ 重  要  な  兼  職  の  状  況 ）

所有する当社
の 株 式 数

３

や ま も と

山　本　　　
い ち ぞ う

一　三
（1956年11月14日生）

    1991年    4 月 弁護士登録（富山県弁護士会）
    2008年    6 月 株式会社リッチェル社外監査役（現任）
    2012年    8 月 当社　社外監査役
    2015年    8 月 当社　社外取締役監査等委員（現任）

［重要な兼職の状況］
山本一三法律事務所　所長
株式会社リッチェル社外監査役

0株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
山本一三氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、弁護士として培われた専門的な知
識、経験及び企業法務に精通し、企業経営を統括するに十分な見識を活かして当社の監査等委員
会における監査活動並びに客観的な視点から経営全般における助言をいただいております。今後
もその豊富な知識や経験に基づき当社経営に対する助言や監督を頂くことを期待し、引き続き監
査等委員会の職責を遂行いただけると判断しております。

４

さ い の う

西　能　　　
あつし

淳
（ 1 9 7 3 年 7 月 4 日 生 ）

    2006年    4 月 特定医療法人財団五省会　入職
    2009年    7 月 同法人　常務理事
    2010年    2 月 同法人　理事長（現任）
    2016年    8 月 当社補欠の社外取締役監査等委員
    2017年    8 月 当社　社外取締役監査等委員（現任）

［重要な兼職の状況］
特定医療法人財団五省会　理事長

0株

社外取締役候補者とした理由及び期待される役割の概要
西能　淳氏は、会社経営に関与された経験はありませんが、医療法人の経営者として培ってきた
知識、経験を活かして当社の監査等委員会における監査活動並びに客観的な視点から経営全般に
おける助言をいただいております。今後もその知識や経験に基づき当社経営に対する助言や監督
を頂くことを期待し、引き続き監査等委員会の職責を遂行いただけると判断しております。

（注）１．各候補者と当社との間には特別の利害関係はありません。

（注）２．堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏は社外取締役候補者であります。

（注）３．取締役（監査等委員）候補者の指名の方針と手続き

　当社は、各候補者を決定するに際し、幅広い業務領域において各事業分野の経営に強みを発揮でき、

かつ、経営管理に適した人材のバランスに配慮し、優れた人格、見識、高い倫理観を有している者をそ

の候補者といたします。

なお、取締役候補者の決定等に係る手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレートガバナ

ンスの充実を図るため、2021年12月9日に取締役会の諮問機関として指名・報酬諮問委員会を設置し
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ており、取締役会は、候補者の決定について、同委員会による提言・提案を最大限尊重することとして

います。指名・報酬諮問委員会は、取締役会からの諮問を受けて、独立社外取締役の委員を議長とし

て、会社の業績等の適正な評価を踏まえ、公正かつ透明性の高い手続きに従い指名・報酬諮問委員会に

おいて取締役候補者を検討評価した結果を取締役会に答申し、取締役会で決定することとしておりま

す。

（注）４．堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏は、現在、当社の監査等委員である社外取締役であり、その

　　　　　就任してからの年数は本総会終結の時をもって、堀　仁志氏、山本一三氏が８年、西能　淳氏が６年

　　　　　であります。

（注）５．社外取締役との責任限定契約について

　　　　　当社は、社外取締役が期待される役割を十分に発揮できるよう、堀　仁志氏、山本一三氏及び西能

淳氏との間で、会社法第427条第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約

を締結しており、各氏の再任が承認された場合には、当該契約を継続する予定であります。

　　　　　なお、当該契約に基づく損害賠償責任限度額は、同法第425条第1項に定める額であります。

（注）６．堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏は、東京証券取引所の定めに基づく独立役員の条件を満たし

　　　　　ております。当社は各氏を独立役員として指定し、同取引所に届け出ておりますが、各氏の再任が承

認された場合、引き続き独立役員とする予定であります。

（注）７．役員等賠償責任保険契約の内容の概要について

　　　　　当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任保険契約を

　　　　　保険会社との間で締結しており、当該契約を更新し継続する予定であります。各候補者が選任された

　　　　　場合には各氏は当該契約の被保険者となります。当該契約の概要は、被保険者がその職務の執行

　　　　　に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによって生ずることのある損

　　　　　害を当該契約により保険会社が填補するものであります。

　　　　　なお、当該契約では、当該役員の違法行為等に起因して損害賠償責任が発生した場合及び当社が

　　　　　当該役員に対して損害賠責任を追及する場合等は保険金支払の対象外としており、また、填補する額

　　　　　について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正性が損なわれないようにするため

　　　　　の措置を講じております。
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氏 名 監査等
委員 社外 独立

役員
企業
経営

業界
知見

財務
・

会計
国際性

法務
・
ﾘｽｸ
管理

人材
育成
・

労務

ﾏｰｹﾃｨﾝｸﾞ
・

営業

技術
・

研究
開発

生産 品質
保証

大津賀保信 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

松森浩士 〇 〇 〇 〇 〇 〇 〇

日詰和重 〇 〇

小松紀美子 〇 〇 〇

埜村益夫 〇 〇 〇 〇 〇

堀　仁志 〇 〇 〇 〇

山本一三 〇 〇 〇 〇

西能　淳 〇 〇 〇 〇 〇

【ご参考】取締役・監査等委員のスキルマトリックス

　第1、第２号議案が原案通り可決されますと、当社の取締役・監査等委員の構成及びその有する主な知見・経

験は次のとおりとなります。

（注）上記は、各人の有するすべての知見・経験を網羅するものではありません。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以　上
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（ 2022年６月１日から
2023年５月31日まで ）
事　 業　 報　 告

１. 企業集団の現況
⑴ 当事業年度の事業の状況
① 事業の経過及び成果
　当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症への対策の進展及び行動
制限の緩和等により徐々に経済活動の正常化が進み、緩やかな回復基調となりました。一方、
ウクライナ情勢の長期化や、円安の進行によるエネルギー資源や原材料価格の上昇等の影響に
より、依然として先行きが不透明な状況が続いております。
　医薬品業界におきましては、国のジェネリック医薬品使用促進策が進められ、「経済財政運
営と改革の基本方針2021」においてジェネリック医薬品の品質及び安定供給の信頼性の確
保、並びに使用促進を行う方針が示されております。一方で、2021年度から２年に１度の薬
価改定に加え、中間年においても改定を行う毎年薬価改定が実施され、医薬品業界の事業環境
は厳しいものとなっており、当社としても一層の経営効率化への努力が求められております。
　昨今の医薬品における品質に係る問題により、医薬品業界の置かれる環境は厳しい状況が続
いておりますが、当社では日々の生産における製造管理・品質管理を徹底するとともに、見直
すべき点があれば積極的に改善を進め、より一層の製造管理及び品質管理の強化に取り組んで
おります。
　このような状況のもと、当社グループは生産基盤の充実を図りながら積極的な営業活動を展
開しており、当社は新たな製剤工場である第十製剤棟を2022年9月に着工し、2023年12月
に竣工を予定しております。また研究開発活動の強化を図るため、2022年11月に総合研究セ
ンターを着工し、2024年２月に竣工を予定しております。
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区 分 売 上 高
原 薬 18,783百万円
製 剤 26,097
健 康 食 品 他 220
合 計 45,101

　売上高の販売品目ごとの業績は次のとおりであります。
　原薬では、一部既存品目の販売減少及び市場における競争激化等により厳しい状況で推移
し、降圧剤原薬、抗血小板剤原薬等の一部ジェネリック医薬品向け原薬の販売は堅調に推移し
たものの、売上高は18,783百万円（前期比3.6%減）となりました。
　製剤では、自社開発ジェネリック医薬品の販売増加、一般用医薬品の販売増加があり順調に
推移し、売上高は26,097百万円（前期比10.1%増）となりました。
　健康食品他につきましては、市場における競争激化等により、厳しい状況で推移し、売上高
は220百万円（前期比20.9%減）となりました。
　新型コロナウイルス感染症の流行による当連結会計年度への影響は軽微でありました。
　これらの結果、当連結会計年度の売上高は45,101百万円（前期比3.8%増）となりました。
売上高の増加に伴う利益の増加があったものの、主に円安及びエネルギー資源価格の上昇によ
る原材料費及び電気料金等の増加、並びに減価償却費及び研究開発費の増加等により営業利益
は5,207百万円（前期比20.5%減）、経常利益5,169百万円（前期比23.2%減）、親会社株主
に帰属する当期純利益3,600百万円（前期比22.9%減）となりました。

② 設備投資の状況
　当連結会計年度中において実施いたしました当社グループの設備投資の総額は7,024百万円
であります。
　その主なものは、第十製剤棟に関する設備投資（3,186百万円）、総合研究センターの建設
費用（960百万円）であります。

③ 資金調達の状況
　当社は、運転資金の効率的な調達を行うため、主要取引金融機関と総額17,000百万円の当
座貸越契約及び貸出コミットメントライン契約を締結しておりますが、当連結会計年度末にお
ける借入実行残高はありません。
　また、当連結会計年度中に行使価額修正条項付第２回新株予約権の行使により308百万円を
調達しました。

④ 事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
　該当事項はありません。
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⑤ 他の会社の事業の譲受けの状況
　該当事項はありません。

⑥ 吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
　該当事項はありません。

⑦ 他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
　該当事項はありません。
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区 分 第 78 期
(2020年５月期)

第 79 期
(2021年５月期)

第 80 期
(2022年５月期)

第 81 期
(当連結会計年度)
(2023年５月期)

売 上 高(百万円) 44,991 48,714 43,464 45,101
経 常 利 益(百万円) 5,462 6,067 6,729 5,169
親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益(百万円) 3,944 4,246 4,668 3,600
１株当たり当期純利益 (円) 309.66 311.02 335.41 250.39
総 資 産(百万円) 54,249 57,739 64,939 70,552
純 資 産(百万円) 36,868 41,917 47,674 50,971
１株当たり純資産額 (円) 2,772.30 3,034.88 3,310.34 3,527.15

区 分 第 78 期
(2020年５月期)

第 79 期
(2021年５月期)

第 80 期
(2022年５月期)

第 81 期
(当事業年度)

(2023年５月期)
売 上 高(百万円) 44,799 48,474 43,197 44,695
経 常 利 益(百万円) 4,733 5,342 6,240 5,082
当 期 純 利 益(百万円) 3,474 3,686 4,412 3,491
１株当たり当期純利益 (円) 272.74 270.02 317.01 242.81
総 資 産(百万円) 50,093 53,065 59,719 65,404
純 資 産(百万円) 33,488 38,057 43,420 46,452
１株当たり純資産額 (円) 2,543.20 2,775.16 3,038.40 3,233.39

⑵ 直前３事業年度の財産及び損益の状況
① 企業集団の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を前連結会計年度の期首
から適用しており、2022年５月期以降に係る各数値は、当該会計基準等を適用した後の数値となってお
ります。

② 当社の財産及び損益の状況

（注）「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号　2020年３月31日）等を前事業年度の期首から
適用しており、2022年５月期以降に係る各数値は、当該会計基準等を適用した後の数値となっておりま
す。
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会 社 名 資 本 金 当社の議決権比率 主 要 な 事 業 内 容

大 和 薬 品 工 業 株 式 会 社 98百万円 100.0％
医薬品事業
・医薬品、化学薬品、工業薬品

の製造販売
大 桐 製 薬 （ 中 国 ）
有 限 責 任 公 司 1,700万米ドル 70.0％ 健康食品、医薬品中間体及び

化成品の製造・販売

⑶ 重要な親会社及び子会社の状況
① 親会社の状況

　該当事項はありません。

② 重要な子会社の状況

（注） 当社の連結子会社は、上記の重要な子会社2社のほか、Daito Pharmaceuticals America, Inc.の
　　　　計３社であります。

⑷ 対処すべき課題
　当社グループは、医薬品の原料である原薬から最終的な製剤までの製造・販売を幅広く行うこ
とにより、医薬品業界における様々なニーズに応え、信頼をかちえてきました。
　しかしながら、2021年度から２年に１度の薬価改定に加え、中間年においても改定を行う毎
年薬価改定が実施されております。薬価の切り下げを中心とした社会保障費抑制策を受け、日本
の医薬品市場は今後厳しい状況で推移するものと予想されます。
　ジェネリック医薬品についても、国のジェネリック医薬品使用促進策が進められたことにより
普及が拡大し、需要が増加する一方、安定供給体制および品質管理体制の強化が求められており
ます。
　今後、医薬品業界・ジェネリック医薬品業界を取り巻く環境が厳しさを増すものと予想される
なか、今後当社グループが更なる成長を遂げるため、以下の事項が重要な課題であると認識して
おります。
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① 原薬事業の生産体制の最適化及び安定供給
　近年中国における環境規制の強化や、輸入医薬品原薬から発がん性物質が検出されたことに
よる医薬品原薬の品質及び安定供給問題が発生し、また新型コロナウイルス感染症の感染拡大
により医薬品原薬のサプライチェーンが混乱したことから、国内製医薬品原薬に対する需要が
増加しております。
　また当社グループとして安定供給体制の確立とともに、既存の原薬製造設備を含めた安全対
策の強化及び生産の合理化、効率化の必要性も高まっております。
　当社及び子会社の大和薬品工業株式会社並びに出資先である千輝薬業(安徽)有限責任公司、
安徽鼎旺医薬有限責任公司との生産体制の最適化を図るとともに設備能力増強の一環として、
当社本社工場敷地内に自動化設備を導入した新原薬棟（第七原薬棟）を建設、2022年５月に
竣工、2023年１月に稼働を開始しました。医薬品原薬の安定供給体制及び安全対策の一層の
強化を図るとともに、当社グループの生産体制の最適化を図る方針であります。

② 高薬理活性領域への対応
　当社グループでは、内服用の固形製剤を中心とした製造を行っておりますが、今後の事業拡
大を図るとき、新しい薬効領域への取組みが必要であると考えております。
　その中でも、市場の急速な拡大が見込まれる抗癌剤等の高薬理活性領域への取組みを重要視
しております。当社はその取組みの一環として、本社構内において高薬理活性製剤を製造する
「第七製剤棟」が2014年12月に竣工したことに続き、高薬理活性製剤の開発と分析及び治験
薬等少量製品の生産を行う「高薬理Ｒ＆Ｄセンター」を建設し2017年６月に竣工しました。
また高薬理活性製剤を製造する「第八製剤棟」を建設し、2018年11月に竣工しました。「第
八製剤棟」においては新たなラインを増設し、2020年12月に竣工し、2022年５月に商用生
産を開始しました。
　当該領域においては高薬理活性製剤事業の研究開発体制の整備・強化を図るとともに、治験
薬製造及び製剤から包装までの一貫製造が可能な体制を完備し、一層事業展開を充実させてい
く方針であります。

③ ジェネリック医薬品市場の今後への対応
　近年、わが国においては、医療費を抑制するための政府の重点施策としてジェネリック医薬
品の使用促進が行われ、ジェネリック医薬品の普及は拡大して参りました。
　一方で、2021年度から２年に１度の薬価改定に加え、中間年においても改定を行う毎年薬
価改定が実施されており、 今後、ジェネリック医薬品業界にとって厳しい状況が続くことが
予想されます。
　そうした中で、当社グループは、原薬及び製剤の新たなジェネリック品目のタイムリーな研
究開発を促進するとともに、生産効率の向上等に努め、収益の確保を図っていく方針でありま
す。
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④ 新規製造受託の推進
　医薬品の製造受託市場は、企業間競争の激化や各社の方針転換等がみられるものの、全体と
しては拡大傾向にあります。そうした中で、当社グループは、高薬理活性製剤を含む医療用医
薬品を中心として、原薬・製剤共に外資系メーカーや国内大手メーカーからの新規製造受託の
獲得に努め、生産設備を最大限に活用することにより、収益の拡大を図っていく方針でありま
す。

⑤ 海外展開の強化
　当社グループでは、国内市場における継続的な事業の拡大を図っておりますが、中長期的な
視野から当社グループの更なる成長を図るとき、海外市場への進出が重要であると考えており
ます。
　現在のところ、米国、中国の２大市場を主なターゲットとし、製剤の販売承認の早期取得に
向け、鋭意準備を進めております。今後は、販売体制の整備や、更なる候補品目の選定及び開
発を推進させていく方針であります。
　なお、中国においては、当社子会社の大桐製薬(中国)有限責任公司にて日本からの製造受託
も行っており、今後は製造受託品目の増加を図ります。また中国市場での販売に向けた販売承
認申請等の準備を進めており、工場の安定稼働及び販売強化を図る方針であります。

⑥ 人材の確保・育成
　当社グループでは、医療用医薬品から一般用医薬品に至る原薬及び製剤の製造販売、仕入販
売、製造受託といった多岐にわたる事業展開を行っており、こうした中で事業の拡大を図るた
めには、優秀な人材の確保と育成が不可欠であります。今後においては特に、海外展開や高薬
理活性領域に係る研究開発業務及び各種申請業務等に精通した人材の確保と育成が必須であ
り、これらを含め、グループ全体としての組織体制の強化を図っていく方針であります。

　株主の皆様におかれましては、今後とも格別のご理解、ご支援を賜りますようお願い申しあげ
ます。
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事 業 部 門 主 要 製 品
医 薬 品 事 業 原薬、製剤、健康食品他

⑸ 主要な事業内容（2023年５月31日現在）

　本　　社 　富山県富山市
　東京支店 　東京都千代田区
　大阪支店 　大阪市中央区
　工　　場 　富山県富山市

研　究　所 　富山県富山市

大 和 薬 品 工 業 株 式 会 社 富山県富山市
D a i t o  P h a r m a c e u t i c a l s
A m e r i c a , I n c . アメリカ合衆国

大 桐 製 薬 （ 中 国 ）
有 限 責 任 公 司 中華人民共和国

⑹ 主要な営業所及び工場（2023年５月31日現在）
　① 当社の主要な事業所

　　② 子会社

事 業 部 門 使 用 人 数 前連結会計年度末比増減
医 薬 品 事 業 1,011（49）名 96名増（8名減）

合 計 1,011（49）名 96名増（8名減）

使 用 人 数 前 事 業 年 度 末 比 増 減 平 均 年 齢 平 均 勤 続 年 数
821（48）名 78名増（8名減） 38.1歳 10.1年

⑺ 使用人の状況（2023年５月31日現在）
① 企業集団の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。

② 当社の使用人の状況

（注） 使用人数は就業員数であり、パートタイマー及び派遣社員は（　）内に年間の平均人員を外数で記載し
ております。
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借 入 先 借 入 額
株 式 会 社 北 陸 銀 行 1,773百万円
株 式 会 社 三 菱 Ｕ Ｆ Ｊ 銀 行 969
株 式 会 社 富 山 第 一 銀 行 750
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 675
株 式 会 社 北 國 銀 行 334
株 式 会 社 福 井 銀 行 294

⑻ 主要な借入先の状況（2023年５月31日現在）

⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項
　記載すべき事項はありません。
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① 発行可能株式総数 30,800,000株

② 発行済株式の総数 14,416,764株

③ 株主数 3,167名

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率

日本マスタートラスト信託銀行株式会社（信託口） 1,943,200株 13.484％

株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 （ 信 託 口 ） 1,268,100 8.799
ＢＢＨ　ＦＯＲ　ＦＩＤＥＬＩＴＹ　ＬＯＷ－ＰＲＩＣＥＤ　　　　　
ＳＴＯＣＫ　ＦＵＮＤ　（ＰＲＩＮＣＩＰＡＬ　ＡＬＬ　ＳＥＣＴＯＲ　
ＳＵＢＰＯＲＴＦＯＬＩＯ）

1,022,407 7.094

ＮＯＲＴＨＥＲＮ　ＴＲＵＳＴ　ＣＯ．（ＡＶＦＣ）ＲＥ　　　　　　
ＴＨＥ　　ＨＩＧＨＣＬＥＲＥ　ＩＮＴＥＲＮＡＴＩＯＮＡＬ　　　　
ＩＮＶＥＳＴＯＲＳ　ＳＭＡＬＬＥＲ　ＣＯＭＰＡＮＩＥＳ　ＦＵＮＤ

671,800 4.661

ＪＰ　ＭＯＲＧＡＮ　ＣＨＡＳＥ　ＢＡＮＫ　３８５６３２ 632,900 4.391

大　　　津　　　賀　　　　　　保　　　　　　　　信 332,369 2.306

笹　　　　　　山　　　　　　眞　　　治　　　郎 320,098 2.221

ダ　　イ　　ト　　従　　業　　員　　持　　株　　会 260,870 1.810

ＲＥ　ＦＵＮＤ　１０７－ＣＬＩＥＮＴ　ＡＣ 235,300 1.632

内 　外 　エ　ス　テ　ー　ト　株 　式 　会 　社 203,208 1.410

２. 会社の現況
（1） 株式の状況（2023年５月31日現在）

（注） 新株予約権の権利行使により、発行済株式の総数は123,000株増加しております。

④ 大株主

（注）1.　持株比率は自己株式（5,677株）を控除して計算しております。なお、自己株式には当社の役員向け
株式交付信託が保有する株式（44,700株）を含んでおりません。

　　　2.　株式会社日本カストディ銀行（信託口）の所有株式数には、当社の役員向け株式交付信託が保有する
株式（44,700株）を含んでおります。
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（2） 新株予約権の状況
　　新株予約権等に関する重要な事項
　　　2021年9月13日付の取締役会決議に基づき、第三者割当による行使価額修正条項付第２回

新株予約権（以下、「本新株予約権」といいます。）を発行し、割当てを行いました。なお、
当社は、2022年７月14日開催の取締役会において、当社発行の第三者割当による行使価額修
正条項付第２回新株予約権の全部取得及び消却について決議し、2022年７月28日付けで、全
ての当該新株予約権（残存個数6,023個）について取得及び消却をいたしました。なお、
2022年６月１日から2022年７月28日までに行使された当該新株予約権に係る交付株式数
は、123,000株であります。
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会 社 に お け る 地 位 氏 名 担 当 及 び 重 要 な 兼 職 の 状 況

代 表 取 締 役 社 長 大 津 賀 　 保 　 信 大和薬品工業株式会社 代表取締役社長

取 締 役 副 社 長 菊 　 田 　 潤 　 一 大桐製薬（中国）有限責任公司 董事
Daito Pharmaceuticals America, Inc.取締役

取 締 役 常 務 執 行 役 員 日 詰 和 重 営業統括兼製薬本部長
大桐製薬（中国）有限責任公司 董事

取 締 役 小 松 紀 美 子 マインドプラス富山 代表

取 締 役
（ 常 勤 監 査 等 委 員 ） 津 田 道 夫

取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 堀 　 仁 志 堀税理士法人代表社員

監査法人銀河代表社員 富山事務所所長
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 山 本 一 三 山本一三法律事務所所長

株式会社リッチェル 社外監査役
取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ） 西 能 　 淳 特定医療法人財団五省会 理事長

(3) 会社役員の状況
① 取締役の状況（2023年５月31日現在）

（注）１. 小松紀美子氏は社外取締役、堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏は、社外取締役（監
査等委員）であります。また、東京証券取引所の定めに基づく独立役員として指定し、同
取引所に届け出ております。

２. 津田道夫氏、堀　仁志氏は、以下のとおり、財務及び会計に関する相当程度の知見を有し
ております。
・津田道夫氏は、長年管理部門の業務に携わり、財務及び会計業務の豊富な経験がありま

す。
・堀　仁志氏は、公認会計士及び税理士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当

程度の知見を有しております。
３. 当社が常勤の監査等委員を選定している理由

　社内事情に精通した者が重要な会議等へ出席することや、重要な決裁書類等を閲覧し日
常的な情報収集、業務執行部門からの定期的な業務報告の聴取、内部監査部門との連携を
密に図ること等により得る情報を監査等委員全員で共有することを通じて、監査等委員会
による監査の実効性を高めるためであります。

４. 当社は、小松紀美子氏、堀　仁志氏、山本一三氏及び西能　淳氏との間で会社法第427条
第1項に基づき、同法第423条第1項の損害賠償責任を限定する契約を締結しておりま
す。当該契約に基づく損害賠償責任の限度額は、同法第425条第1項に定める額でありま
す。
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区 分 報酬等の総額
報 酬 等 の 種 類 別 の 総 額

対象となる
役員の員数基 本 報 酬 業績連動報酬 非金銭報酬

取締役（監査等委員を除く）
（ う ち 社 外 取 締 役 ）

115百万円
(4)

54百万円
(4)

49百万円
（－）

10百万円
（－）

４名
（１）

取 締 役 （ 監 査 等 委 員 ）
（う ち 社 外 取 締 役）

37
(19)

37
(19)

－
（－）

－
（－）

４
(３)

合 計
（う ち 社 外 役 員）

152
(24)

92
(24)

49
（－）

10
（－）

８
(４)

５. 当社は、取締役を被保険者として、会社法第430条の3第1項に規定する役員等賠償責任
保険契約を保険会社との間で締結しております。当該保険契約の概要は、被保険者がその
職務の執行に関し責任を負うことまたは当該責任の追及にかかる請求を受けることによっ
て生ずることのある損害を当該保険契約により保険会社が填補するものであります。な
お、当該保険契約では、当該役員の違法行為等に起因して損害賠償責任が発生した場合及
び当社が当該役員に対して損害賠責任を追及する場合等は保険金支払の対象外としてお
り、また、填補する額について限度額を設けることにより、当該役員の職務の執行の適正
性が損なわれないようにするための措置を講じております。

② 取締役の報酬等
当事業年度に係る報酬等の総額

　　役員の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針に係る事項
　　　１. 取締役(監査等委員以外)の個人別の報酬等の決定方針は取締役会にて決議しております。

また、社外取締役及び監査等委員の報酬については、基本報酬のみとしております。会社
業績に左右されない報酬体系とすることで、経営に対する独立性を担保しております。

　　　２. 取締役（社外取締役及び監査等委員以外）の報酬等は、業績の向上を通じて企業価値及び
株主価値の持続的な向上を図る機能にも配慮し、個々の取締役の報酬等の決定に際して
は、各職責を踏まえ適正な水準とすることを基本としております。また、取締役(社外取
締役及び監査等委員以外)報酬は、世間水準および会社業績や、従業員給与並びに執行役
員報酬とのバランス等を考慮して、適正な目標設定と評価制度の客観的・厳格な評価の実
施に基づき決定しております。個別の報酬額決定にあたっては、指名・報酬諮問委員会に
おいて当該年度に係る報酬等について審議し、当該報酬案を取締役会に答申しておりま
す。取締役会は答申内容に基づき、報酬額の審議及び決議を行っております。取締役会
は、指名・報酬諮問委員会の答申内容について、報酬等の内容が取締役会で決議された方
針と整合していることを確認し、当該決定方針に沿うものであると判断しております。

　　　3. 取締役(監査等委員以外)の報酬は、取締役報酬規程において就任初年度の役職別標準報酬
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額を定めております。その就任初年度の報酬額は，執行役員の標準報酬に取締役としての
監督報酬額を加味した金額としております。再任後の報酬の算定に当たっては、執行役員
に対する標準報酬額の改定及び取締役としての監督報酬額の改定が無い場合には原則前年
度標準報酬額を基準としております。

4. 取締役(社外取締役及び監査等委員以外)の金銭報酬は固定額の基本報酬と事業年度業績評
価により算出する業績報酬で構成しております。それぞれの全体に占める構成割合は固定
額の基本報酬50％、事業年度業績評価により算出する業績報酬50％（その内訳は連結純
利益計画達成率20％、連結営業利益対前年増減率20％、連結営業利益率計画達成率
5％、連結自己資本利益率（ＲＯＥ）対前年増減率3％、株式取得報酬2％）としておりま
す。これを月額報酬と年次賞与に区分して支給いたします。

5. 取締役(社外取締役及び監査等委員以外)の非金銭報酬の内容は当社の株式であり、2015
年８月25日開催の第73回定時株主総会においてご承認いただきました監査等委員でない
取締役の報酬の限度額（年額４億円以内。ただし、使用人分給与は含まない。）とは別枠
で、新たな株式報酬を2022年8月24日開催の第80回定時株主総会終結日の翌日から
2027年8月の定時株主総会終結の日までの5年間の間に在任する取締役（監査等委員であ
る取締役及び社外取締役を除く。）に対して支給するものであります。本制度は、取締役
の報酬と当社の株式価値との連動性をより明確にし、取締役が株価の変動による利益・リ
スクを株主の皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する
意識を高めることを目的とし、当社が金銭を拠出することにより設定する信託が当社株式
を取得し、当社が株式交付規定に基づき各取締役等に付与するポイントの数に相当する数
の当社株式が本信託を通じて各取締役等に対して交付される株式報酬制度であります。役
員向け株式交付信託に係る報酬は、当事業年度における役員株式給付引当金繰入額として
計上し非金銭報酬欄に記載しております。

　　　6. 取締役(社外取締役及び監査等委員以外)の月額報酬は、役職に応じた定額とし、業績報酬
は短期業績連動としており、年次賞与支給時においては連結純利益計画達成率、連結営業
利益対前年増減率、連結営業利益率計画達成率、連結自己資本利益率（ＲＯＥ）対前年増
減率等の指標に連動し調整を図っております。上記指標を選択した理由は、営業利益が本
業の収益状況を最も反映する指標と捉えるとともに、従業員の処遇との整合性等を勘案し
た上で選択しており、また連結純利益及び連結自己資本利益率（ＲＯＥ）は当社が持続的
成長をめざしていくための指標であると判断し選択しております。なお、当事業年度にお
ける当該指標の計画はそれぞれ、連結営業利益4,500百万円、連結純利益3,200百万円で
あり、当事業年度における実績はそれぞれ、連結営業利益5,207百万円、連結純利益
3,600百万円、連結自己資本利益率（ＲＯＥ）7.3％であります。

　　　7. 取締役の報酬については、当社が定める取締役報酬規程に基づき、指名・報酬諮問委員会
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が監査等委員以外の取締役報酬案を策定し、取締役会に答申しております。
　　　8. 指名・報酬諮問委員会においては、社外取締役を議長として代表取締役その他の業務執行

取締役の報酬等が、それぞれの職責・業績にふさわしい水準になっているかなどの観点か
ら検討・評価を実施し、監査等委員以外の取締役報酬案を策定し取締役会に答申しており
ます。

　　　9. 取締役会は、当該報酬案を検討の上、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、審議・決定
しております。

　　　10. 当社の役員報酬決定過程における取締役会の活動内容等については、以下の通りでありま
す。

　　　（1）取締役会は、７月開催の取締役会までに当社が定める取締役候補者選任規定に基づき次
年度の取締役候補者を決定しております。

　　　（2）取締役会は、監査等委員である取締役以外の取締役候補者の９月以降から支給する取締
役報酬案の策定を指名・報酬諮問委員会に諮問しております。

　　　（3）指名・報酬諮問委員会は、社外取締役である委員を議長として監査等委員以外の取締役
報酬案を策定し、その結果を８月開催の取締役会に答申しております。

（4）取締役会は、当該報酬案を検討の上、定時株主総会終了後開催する取締役会に本案を付
議し、指名・報酬諮問委員会の答申を尊重し、審議・決定しております。

　　　（5）監査等委員である取締役候補者の９月以降から支給する取締役報酬案は、監査等委員会
において規定に基づき協議して決定しております。

　　　11. 当社の役員の報酬等に関する株主総会の決議日とその内容は、以下の通りであります。
　　　（1）取締役（監査等委員を除く。）の報酬限度額は、2015年８月25日開催の第73回定時株

主総会において年額４億円以内（ただし、使用人分給与は含まない。）と決議いただいて
おります。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は４名です。

　　　（2）監査等委員である取締役の報酬限度額は、2015年８月25日開催の第73回定時株主総会
において年額７千万円以内と決議いただいております。当該定時株主総会終結時点の監査
等委員監査役の員数は３名（うち社外監査役２名）です。

　　　（3）取締役（監査等委員である取締役及び社外取締役を除く）に対する株式報酬は、株式交
付信託制度に基づく報酬であり、2022年8月24日開催の第80回定時株主総会において、
2027年8月の定時株主総会終結日までの5年間の対象期間における当社株式の取得資金と
して金125百万円（ただし、取締役会の決定により、対象期間を5年以内の期間を都度定
めて延長することができ、当該延長分の対象期間においては、当該延長分の対象期間の年
数に金25百万円を乗じた金額）を上限とする金銭を当該信託に拠出すること、及び当社
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氏名 地位 活 動 状 況
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

小 松 紀 美 子 社 外 取 締 役

当事業年度に開催された取締役会15回のうち、2022年8月
24日開催の第80回定時株主総会にて新たに選任されてから
の12回すべてに出席いたしました。産業カウンセラーや公
認心理師の資格者として培ってきた豊富な知識・経験に基
づき、取締役会では適宜、経営の監督・助言等を行うな
ど、意思決定の妥当性・適正性を確保するための適切な役
割を果たしております。

堀 　 仁 志 社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出席し、
また、監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。公
認会計士として培ってきた専門的な知識・経験及び監査に
関する豊富な見識に基づき、取締役会では適宜、経営の監
督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性を確保
するための適切な役割を果たしております。また、監査等
委員会において、監査結果についての意見交換等、専門的
な見地から適宜、必要な発言を行っております。

が取締役に付与するポイントの総数は1年あたり15,000ポイントを上限とすることにつ
いて決議いただいております。当該株主総会終結時点における対象者である取締役（監査
等委員である取締役及び社外取締役を除く）の員数は3名です。

③ 社外役員に関する事項
イ. 他の法人等の重要な兼職の状況及び当社と当該他の法人等との関係

・取締役 小松紀美子氏は、マインドプラス富山の代表を兼務しております。なお、当社
とマインドプラス富山との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）堀　仁志氏は、堀税理士法人の代表社員であり、監査法人銀河代
表社員　富山事務所所長を兼務しております。なお、当社と堀税理士法人及び
監査法人銀河との間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）山本一三氏は、山本一三法律事務所の所長であり、株式会社リッ
チェルの社外監査役を兼務しております。なお、当社と山本一三法律事務所及
び株式会社リッチェルとの間には特別の関係はありません。

・取締役（監査等委員）西能　淳氏は、特定医療法人財団五省会の理事長を兼務しており
ます。なお、当社と特定医療法人財団五省会との間には特別の関係はありませ
ん。

ロ. 当事業年度における主な活動状況
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氏名 地位 活 動 状 況
社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要

山 本 一 三 社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出席し、
また、監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。弁
護士として培ってきた専門的な知識・経験及び企業法務や
監査に関する豊富な見識に基づき、取締役会では適宜、経
営の監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当性・適正性
を確保するための適切な役割を果たしております。また、
監査等委員会において、監査結果についての意見交換等、
専門的な見地から適宜、必要な発言を行っております。

西 能 　 淳 社 外 取 締 役
（ 監 査 等 委 員 ）

当事業年度に開催された取締役会15回のすべてに出席し、
また、監査等委員会12回のすべてに出席いたしました。医
療法人の経営者としての経験や見識に基づき、取締役会で
は適宜、経営の監督・助言等を行うなど、意思決定の妥当
性・適正性を確保するための適切な役割を果たしておりま
す。また、監査等委員会において、監査結果についての意
見交換等、医療法人の経営者としての見地から適宜、必要
な発言を行っております。
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支 払 額
当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額 41百万円
当社及び子会社が会計監査人に支払うべき金銭その他の財産上の利益
の合計額 41

（4） 会計監査人の状況
① 名称　　　　　　　　　　有限責任 あずさ監査法人

② 報酬等の額

（注）１. 当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基
づく監査の監査報酬等の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当
事業年度に係る会計監査人の報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

２. 監査等委員会は、取締役、社内関係部署及び会計監査人からの必要な資料の入手や報告の
聴取を通じて、会計監査人の監査計画の内容、従前の事業年度における職務執行状況や報
酬見積りの算出根拠などを検討した結果、会計監査人の報酬等につき会社法第399条第１
項の同意を行っております。

③ 非監査業務の内容
　該当事項はありません。

④ 会計監査人の解任または不再任の決定の方針
　監査等委員会は、会計監査人の職務の執行に支障がある場合等、その必要があると判断した
場合は、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再任に関する議案の内容を決定いたし
ます。
　また、監査等委員会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると
認められる場合は、監査等委員全員の同意に基づき、会計監査人を解任いたします。この場
合、監査等委員会が選定した監査等委員は、解任後最初に招集される株主総会において、会計
監査人を解任した旨と解任の理由を報告いたします。

⑤ 責任限定契約の内容の概要
　該当事項はありません。
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（5） 会社の支配に関する基本方針
　当社は、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者の在り方に関する基本方針を定めてお
りませんが、基本的な考え方は以下のとおりであります。
　当社は、効率的かつ透明性の高い経営を行い、経営資源の最適配分を通じて、競争力、収益力
を高めることで安定的な成長を目指し、企業価値のさらなる向上を図ることが、株主の皆様から
の負託に応えることになるものと考えております。
したがいまして、現時点で買収防衛策は導入しておりません。

（6） 剰余金の配当等の決定に関する方針
　当社は、事業価値の持続的増大と、それによる株主の皆様への利益還元を経営上の重要課題と
して位置づけしております。株主の皆様への利益還元は、当該期の業績に加えて、今後の成長投
資や財務体質の強化を考慮して、安定的に配当を実施していくことを重視しております。
　当社は、期末配当と中間配当の年２回の剰余金の配当を行うことを基本方針としており、これ
らの剰余金の配当等の決定機関は、取締役会であります。
　当事業年度の期末配当金につきましては、取締役会決議により1株当たり配当金を30円とさせ
ていただきました。すでに2023年2月1日に実施済みの中間配当金１株当たり30円と合わせま
して、年間配当金は１株当たり60円の配当となります。
　なお、内部留保資金の使途につきましては、今後の事業拡大を図るため、有効に投資してまい
りたいと考えております。
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（2023年５月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
フ ァ ク タ リ ン グ 債 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物 及 び 構 築 物
機 械 装 置 及 び 運 搬 具
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定
そ の 他

無 形 固 定 資 産
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

40,663
3,607
983
6,974
9,687
5,626
5,577
7,035
12

1,160
△2

29,888
25,837
11,727
6,352
2,049
75

4,618
1,013

377
377

3,673
2,964
504
215
△10　

流 動 負 債 15,428
支 払 手 形 及 び 買 掛 金 4,435
電 子 記 録 債 務 3,737
一 年 内 返 済 予 定 の 長 期 借 入 金 1,429
リ ー ス 債 務 15
未 払 金 3,729
未 払 費 用 1,037
未 払 法 人 税 等 559
賞 与 引 当 金 54
設 備 関 係 支 払 手 形 69
そ の 他 359

固 定 負 債 4,151
長 期 借 入 金 3,368
リ ー ス 債 務 77
繰 延 税 金 負 債 31
役 員 株 式 給 付 引 当 金 10
退 職 給 付 に 係 る 負 債 497
そ の 他 165

負 債 合 計 19,580
純 資 産 の 部

株 主 資 本 49,140
資 本 金 7,186
資 本 剰 余 金 7,072
利 益 剰 余 金 35,006
自 己 株 式 △124

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額 1,532
その他有価証券評価差額金 1,159
為 替 換 算 調 整 勘 定 324
退職給付に係る調整累計額 48

非 支 配 株 主 持 分 299
純 資 産 合 計 50,971

資 産 合 計 70,552 負 債 純 資 産 合 計 70,552

連 結 貸 借 対 照 表
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（ 2022年６月１日から
2023年５月31日まで）

（単位：百万円）
科 目 金 額

売 上 高 45,101
売 上 原 価 34,770
売 上 総 利 益 10,331
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 5,123

営 業 利 益 5,207
営 業 外 収 益
受 取 利 息 0
受 取 配 当 金 57
受 取 賃 貸 料 14
そ の 他 12 86

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12
支 払 手 数 料 10
為 替 差 損 91
そ の 他 9 124
経 常 利 益 5,169

特 別 利 益
補 助 金 収 入 12 12

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 17
投 資 有 価 証 券 評 価 損 20
投 資 有 価 証 券 売 却 損 67 105

税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 5,076
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,595
法 人 税 等 調 整 額 △46 1,549
当 期 純 利 益 3,527
非 支 配 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 損 失 △72
親 会 社 株 主 に 帰 属 す る 当 期 純 利 益 3,600

連 結 損 益 計 算 書
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（2023年５月31日現在）
（単位：百万円）

資 産 の 部 負 債 の 部
科 目 金 額 科 目 金 額

流 動 資 産
現 金 及 び 預 金
受 取 手 形
電 子 記 録 債 権
売 掛 金
商 品 及 び 製 品
仕 掛 品
原 材 料 及 び 貯 蔵 品
前 払 費 用
短 期 貸 付 金
1年内回収予定の長期貸付金
フ ァ ク タ リ ン グ 債 権
そ の 他
貸 倒 引 当 金

固 定 資 産
有 形 固 定 資 産
建 物
構 築 物
機 械 及 び 装 置
車 両 運 搬 具
工 具 、 器 具 及 び 備 品
土 地
リ ー ス 資 産
建 設 仮 勘 定

無 形 固 定 資 産
借 地 権
ソ フ ト ウ ェ ア
そ の 他

投 資 そ の 他 の 資 産
投 資 有 価 証 券
関 係 会 社 株 式
出 資 金
破 産 更 生 債 権 等
長 期 前 払 費 用
保 証 金
長 期 貸 付 金
繰 延 税 金 資 産
そ の 他
貸 倒 引 当 金　

38,294
3,152
983
6,974
9,761
5,673
4,882
5,536
40
200
69
12

1,009
△2

27,109
21,959
9,121
369
5,875

8
690
1,244
75

4,574
177
56
117
2

4,972
2,961
1,024

0
0
3

135
402
448
7

△10　

流 動 負 債 14,898
支 払 手 形 27
電 子 記 録 債 務 3,312
買 掛 金 4,791
一年内返済予定の長期借入金 1,429
リ ー ス 債 務 11
未 払 金 3,517
未 払 費 用 927
未 払 法 人 税 等 485
賞 与 引 当 金 40
そ の 他 353

固 定 負 債 4,053
長 期 借 入 金 3,368
リ ー ス 債 務 72
役 員 株 式 給 付 引 当 金 10
退 職 給 付 引 当 金 436
資 産 除 去 債 務 165

負 債 合 計 18,952
純 資 産 の 部

株 主 資 本 45,293
資 本 金 7,186
資 本 剰 余 金 7,072
資 本 準 備 金 7,072

利 益 剰 余 金 31,159
利 益 準 備 金 34
そ の 他 利 益 剰 余 金 31,124
繰 越 利 益 剰 余 金 31,124

自 己 株 式 △124
評 価 ・ 換 算 差 額 等 1,159
その他有価証券評価差額金 1,159

純 資 産 合 計 46,452
資 産 合 計 65,404 負 債 純 資 産 合 計 65,404

貸　借　対　照　表
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（ 2022年６月１日から
2023年５月31日まで）

科 目 金 額
売 上 高 44,695
売 上 原 価 34,961
売 上 総 利 益 9,734
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 4,711

営 業 利 益 5,023
営 業 外 収 益
受 取 利 息 7
受 取 配 当 金 118
受 取 賃 貸 料 14
そ の 他 8 149

営 業 外 費 用
支 払 利 息 12
支 払 手 数 料 10
為 替 差 損 57
そ の 他 9 89
経 常 利 益 5,082

特 別 利 益
補 助 金 収 入 12 12

特 別 損 失
固 定 資 産 除 却 損 0
投 資 有 価 証 券 評 価 損 20
投 資 有 価 証 券 売 却 損 67
関 係 会 社 株 式 評 価 損 140 229

税 引 前 当 期 純 利 益 4,866
法 人 税 、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,408
法 人 税 等 調 整 額 △34 1,374
当 期 純 利 益 3,491

（単位：百万円）

　

損　益　計　算　書
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 御 厨 　 健 太 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 村 　 実

独立監査人の監査報告書
2023年７月13日

ダイト株式会社
取締役会　御中

　　　　有限責任 あずさ監査法人
　　　　　北陸事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第444条第４項の規定に基づき、ダイト株式会社の2022年６月１日か
ら2023年５月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益
計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。

当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会
計の基準に準拠して、ダイト株式会社及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係
る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行

った。監査の基準における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」
に記載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連
結子会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監
査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
　その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内
容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。
　当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、
当監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

連結計算書類に係る会計監査報告
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　連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程に
おいて、その他の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要
な相違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重
要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

　当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。

　その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

連結計算書類に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連

結計算書類を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示
のない連結計算書類を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び
運用することが含まれる。

連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成
することが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計
の基準に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任
がある。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監
視することにある。

連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は

誤謬による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独
立の立場から連結計算書類に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬によ
り発生する可能性があり、個別に又は集計すると、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与
えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を
通じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスク
に対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。
さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

－ 39 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上
の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において連結計算書類の注記事項に注意を喚起する
こと、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切でない場合は、連結計算
書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告
書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業
として存続できなくなる可能性がある。

・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構
成及び内容、並びに連結計算書類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどう
かを評価する。

・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分か
つ適切な監査証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施
に関して責任がある。監査人は、単独で監査意見に対して責任を負う。

　監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められて
いるその他の事項について報告を行う。

　監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記

載すべき利害関係はない。

以　上
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指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 御 厨 　 健 太 郎
指定有限責任社員
業 務 執 行 社 員 公認会計士 野 村 　 実

独立監査人の監査報告書
2023年７月13日

ダイト株式会社
取締役会　御中

　　　　有限責任 あずさ監査法人
　　　　　北陸事務所

　
監査意見

当監査法人は、会社法第436条第２項第１号の規定に基づき、ダイト株式会社の2022年６月
１日から2023年５月31日までの第81期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計
算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」とい
う。）について監査を行った。

当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠して、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において
適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行っ

た。監査の基準における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記
載されている。当監査法人は、我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立し
ており、また、監査人としてのその他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明
の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内

容を作成し開示することにある。また、監査等委員会の責任は、その他の記載内容の報告プロセ
スの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視することにある。

計算書類に係る会計監査報告

－ 41 －



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

計
算
書
類

監
査
報
告

当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当
監査法人はその他の記載内容に対して意見を表明するものではない。

計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程にお
いて、その他の記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相
違があるかどうか検討すること、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な
誤りの兆候があるかどうか注意を払うことにある。

当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合
には、その事実を報告することが求められている。

その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。

計算書類等に対する経営者及び監査等委員会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算

書類等を作成し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のな
い計算書類等を作成し適正に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用す
ることが含まれる。

計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成するこ
とが適切であるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準
に基づいて継続企業に関する事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任があ
る。

監査等委員会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視
することにある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬

による重要な虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の
立場から計算書類等に対する意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生
する可能性があり、個別に又は集計すると、計算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合
理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。

監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通
じて、職業的専門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。

・　不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リス
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　　クに対応した監査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断によ
る。さらに、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手する。

・　計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではない
が、監査人は、リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するため
に、監査に関連する内部統制を検討する。

・　経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計
上の見積りの合理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。

・　経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入
手した監査証拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に
関して重要な不確実性が認められるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不
確実性が認められる場合は、監査報告書において計算書類等の注記事項に注意を喚起するこ
と、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない場合は、計算書類等に
対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書日ま
でに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として
存続できなくなる可能性がある。

・　計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の
基準に準拠しているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成
及び内容、並びに計算書類等が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを
評価する。

監査人は、監査等委員会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識
別した内部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められている
その他の事項について報告を行う。

監査人は、監査等委員会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を
遵守したこと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因
を除去又は軽減するためにセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。

以　上
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監　査　報　告　書
　当監査等委員会は、2022年６月１日から2023年５月31日までの第81期事業年度における取
締役の職務の執行について監査いたしました。
　その方法及び結果につき以下のとおり報告いたします。

１. 監査の方法及びその内容
　　監査等委員会は、会社法第399条の13第１項第１号ロ及びハに掲げる事項に関する取締役

会決議の内容並びに当該決議に基づき整備されている体制（内部統制システム）について取締
役及び執行役員並びに使用人等からその構築及び運用の状況について定期的に報告を受け、必
要に応じて説明を求め、意見を表明するとともに、下記の方法で監査を実施しました。

　①　監査等委員会が定めた監査等委員会監査等基準に準拠し、監査の方針、職務の分担等に従
い、会社の内部統制部門と連携のうえ、重要な会議等に出席し意思決定の過程及び内容を確
認し、取締役及び執行役員並びに使用人等からその職務の執行に関する事項の報告を受け、
必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び主要な事業所において業務
及び財産の状況を調査しました。

　　　また、子会社については、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図
り、必要に応じて子会社から事業の報告を受けました。

　②　会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検証す
るとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を
求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを確保するための体
制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する品質管理基準」（2005
年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の通知を受け、必要に応じて説明
を求めました。

　　以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借対
照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連結計
算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記表）につ
いて検討いたしました。

監査等委員会の監査報告
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２. 監査の結果
⑴ 事業報告等の監査結果

① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示している
ものと認めます。

② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は
認められません。

③ 内部統制システムに関する取締役会の決議の内容は相当であると認めます。また、当該
内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行についても、指
摘すべき事項は認められません。

⑵ 計算書類及びその附属明細書の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

⑶ 連結計算書類の監査結果
　会計監査人 有限責任 あずさ監査法人の監査の方法及び結果は相当であると認めます。

2023年７月14日
ダ イ ト 株 式 会 社 　 監 査 等 委 員 会

常勤監査等委員 津 田 道 夫 ㊞
監 査 等 委 員 堀 　 仁 志 ㊞
監 査 等 委 員 山 本 一 三 ㊞
監 査 等 委 員 西 能 　 淳 ㊞

　
（注） 監査等委員 堀　仁志、山本一三及び西能　淳は、会社法第２条第15号及び第331条第６

項に規定する社外取締役であります。
以　上
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会場
富山市大手町１番２号
富山国際会議場　２階　多目的会議室
TEL （076）424－5931

交通

電 車：ＪＲ富山駅南口より徒歩約15分
：ＪＲ富山駅南口より約7分市内電車（環状線）「国際会議場前」下車

お 車：北陸自動車道「富山ＩＣ」を降りて約15分
空 港：富山空港からタクシーをご利用の場合約20分　

見やすいユニバーサルデザイン
フォントを採用しています。

株主総会会場ご案内図

富山駅

北陸
銀行

電鉄富山駅

県庁県民会館

松　　川

城址公園

城 

址 

大 

通 

り 商工会議所ANA
クラウンプラザホテル

国道41号線

総曲輪通り

市役所

富山地方鉄道

西町

北陸新幹線
あいの風とやま鉄道

富山国際会議場
中央通り

電気
ビル

お願い 会場には本総会専用の駐車場の用意はございませんので、公共の交通機関をご利用くださいますよう
お願い申しあげます。


